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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年５月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（岩場） 

発生日時 平成２５年７月１２日（金） ０４時５０分ごろ 

発生場所 福井県小浜
お ば ま

市松ケ埼
まつがさき

南東岸 

 福井県おおい町所在の 鋸
のこぎり

埼灯台から真方位０９７°２,７５０ｍ

付近 

 （概位 北緯３５°３２.６′ 東経１３５°４２.０′） 

事故調査の経過  平成２６年１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート ｍｉｙａｋｏ
ミ ヤ コ

、５トン未満 

 ２５３－４４１０福井、個人所有 

 ６.２７ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.１２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、８４kＷ、平成６１年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７０歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５２年８月１９日 

  免許証交付日 平成２５年１月２２日 

         （平成３０年２月９日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 船首端下部及び右舷船首部外板に亀裂、船首船底部に擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、平成２５年７

月１２日０４時４０分ごろ小浜市内外海
う ち と み

漁港泊
とまり

地区を出発し、船長

が、操舵ハンドルを持ち、立って操舵に当たり、松ケ埼南東岸沿いを

約２０km/h の対地速力で西進中、目の前に１台のいかだ（以下「本件

いかだ」という。）を認め、ハッとして操舵ハンドルを右に操作し

た。 

 船長は、本件いかだを左舷側に見て回避した後、意識がもうろうと

する中で操船を続け、出発して約１０分後、本船が松ケ埼南東岸の岩

場に衝突した。 

 船長は、衝突の衝撃により、落水し、背中、腰等を打った。 

 同乗者は、落水している船長を認め、本船を操船して岩場に寄せ、

本船に乗り込む船長の手助けを行った後、出発場所近くに戻り、船長
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と操船を交代した。 

 船長は、本船を着岸させた後、本船の保管先へ行き、保管先の主人

が行った１１９番通報で到着した救急車によって小浜市内の病院に搬

送され、医師から肩甲骨
けんこうこつ

にひびが入っていること、また、脳梗塞の跡

があることを知らされた。 

 船長は、自宅に戻り、病院で心臓の治療を受けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約３６cm（小浜） 

日出時刻：０４時５１分ごろ（事故発生場所付近） 

 その他の事項  本船には、船体、機関及び機器類に故障又は不具合はなかった。 

 船長は、本船が、本件いかだに向かってしまったこと、及び意識が

もうろうとする中で本船が岩場に衝突したことは、操舵ハンドルを無

意識のうちに右へ操作したためであろうと本事故後に考えた。 

 船長は、本件いかだを回避した後の記憶がなかったものの、岩場に

衝突する直前、太陽に赤く照らされた岩が見え、機関操縦レバーを中

立にしたことは記憶していた。 

 船長は、落水したことに驚き、その後は意識がはっきりとしてい

た。 

 船長は、過去に操船中、本事故時のように意識がもうろうとしたこ

とがなかった。 

 本事故後に船長の治療を行った医師の口述によれば、次のとおりで

あった。 

 (1) 船長には脳梗塞の跡はあるが、本事故時に脳梗塞が起こったと

は言えず、また、頭部ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging；磁

気共鳴画像）検査を行った結果、意識消失の原因は認められなかっ

た。 

 (2) 船長は、心筋梗塞を起こしているが、本事故時に発症したもの

ではなく、かなり前に起こしたものであり、自身でも気付かなかっ

たものと考えられる。 

 船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

 船長は、本船を購入後、約２７年間にわたり、６～１１月にかけて

月に３～４回程度、本事故発生場所付近を航行していた。 

 同乗者は、小型船舶操縦士の免許を取得しており、友人である船長

から釣りに誘われ、本船への乗船は本事故当日が初めてであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、松ケ埼南東岸沿いを西進中、船長が、本件いかだを認め、
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右舵を取り、本件いかだを左舷側に見て通過した後、意識がもうろう

とする状況で操船を続けたことから、松ケ埼南東岸の岩場に衝突した

ものと考えられるが、意識がもうろうとなった要因については、明ら

かにすることができなかった。 

原因  本事故は、本船が、松ケ埼南東岸沿いを西進中、船長が、本件いか

だを認め、右舵を取り、本件いかだを左舷側に見て通過した後、意識

がもうろうとする状況で操船を続けたため、松ケ埼南東岸の岩場に衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船中に意識がもうろうとするなど、体調に異変を感じた場合

は、直ちに航行を中止すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出発場所 
● 

衝突場所 

目的の釣り場 

鋸埼灯台 

× 

福井県 

琵琶湖 
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（平成２５年７月１２日 

 ０４時５０分ごろ発生） 

内外海漁港 
泊地区 

● 

本船 
本件いかだ 


